
 
 

 
 

 

 

 

 

11月１日から 12月１日の「犯罪被害者月間」にあわせ、松本合同庁舎にて、松本警察署及び松本市

と共催で、不要となった本等を県民の皆様にご寄付いただき、その売却代金を犯罪被害者に遭われ

た方々への支援活動に役立てる「ホンデリングプロジェクト」を実施します。 

皆様な温かなご支援をお待ちしております。 
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１ 日 時 

令和７年 11 月 17 日（月）～令和７年 12 月 1 日（月）の開庁日 

（土日・祝日は実施しません）   
  

２ 場 所     

松本合同庁舎１階受付横（回収 BOXを設置します） 
 

３ 内 容 

   犯罪被害者支援を目的とした特定寄付物品（書籍、ＣＤ、ＤＶＤ）の募集 
ご寄付いただいた品物の売却代金は、寄付システム（チャリボン）を通じ、被害者支援 

ネットワークによる犯罪被害者支援活動において活用されます。 

 

４ 寄付受付対象品（お持ちいただく際は必ずご確認ください） 

〇書籍  
・2011年以降に出版していること 

・ISBN（国際標準図書番号）がついていること 

※百科事典、コンビニコミック、個人出版本、漫画雑誌、一般雑誌は不可 
 
○DVD・アルバム CD  

・規格品番(英数字 4文字と数字 1〜5 桁の組み合わせ)がついているもの 
※シングル CD、特典付きのアイドル CDや DVD、ディスクオンデマンド商品、

汚れが酷いもの、アダルト商品はご遠慮願います。 

その他問い合わせについては、下記担当までご連絡ください。 

長野県（松本地域振興局）プレスリリース  令和７年（2025年） 11月 12日 

 犯罪被害者支援の輪を広げよう！ 

松本合同庁舎 にて 「ホンデリング」 を 実施 します 

松本地域振興局総務管理課 
担当：田中 倉田  
電話：0263-40-1903（直通） 
FAX ：0263-47-7821 
E-mail：matsuchi-kenmin@pref.nagano.lg.jp 

 

不要となった本、ＣＤ等をご寄付いただき、その売却代金を、犯罪被害者に遭われた方々

への支援活動に役立てるプロジェクトです。 

https://www.nnvs.org/support/hondering/ 

（公益社団法人全国被害者支援ネットワーク「ホンデリング～本で広がる支援の輪」サイト） 

ホンデリングプロジェクトとは… 

長野県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

https://www.nnvs.org/support/hondering/

